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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第157期

第２四半期
連結累計期間

第158期
第２四半期
連結累計期間

第157期

会計期間
自 2020年４月１日
至 2020年９月30日

自 2021年４月１日
至 2021年９月30日

自 2020年４月１日
至 2021年３月31日

売上収益
(百万円)

175,647 273,049
451,223

(第２四半期連結会計期間) (110,924) (140,768)
税引前四半期(当期)利益
又は損失（△）

(百万円) △38,896 35,913 △45,342

親会社の所有者に帰属する
四半期(当期)利益又は損失（△） (百万円)

△31,537 26,464
△34,497

(第２四半期連結会計期間) (△17,943) (10,603)

四半期(当期)包括利益 (百万円) △8,911 39,894 4,168

親会社の所有者に帰属する
持分

(百万円) 528,240 573,986 537,585

資産合計 (百万円) 994,435 1,000,292 989,737

基本的１株当たり
四半期(当期)利益又は損失（△） (円)

△85.90 72.07
△93.96

(第２四半期連結会計期間) (△48.87) (28.88)
希薄化後１株当たり
四半期(当期)利益又は損失（△）

(円) △85.90 71.68 △93.96

親会社所有者帰属持分比率 (％) 53.1 57.4 54.3

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △13,337 11,765 4,966

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 1,172 9,069 18,024

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △7,445 △4,045 △4,991

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 303,802 369,165 351,798

(注１) 当社は要約四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記

載しておりません。

(注２) 上記指標は、国際会計基準(IFRS)により作成した要約四半期連結財務諸表及び連結財務諸表に基づいており

ます。

２ 【事業の内容】

第１四半期連結会計期間において、欧州における映像事業及びヘルスケア事業の子会社を再編し、「Nikon

Holdings Europe B.V.」を存続会社として、「Nikon Europe B.V.」「Nikon Instruments Europe B.V.」「Nikon

France S.A.S」「Nikon GmbH」等、計６社を吸収合併いたしました。

存続会社である「Nikon Holdings Europe B.V.」は、2021年４月１日より「Nikon Europe B.V.」と改称してお

ります。

なお、第１四半期連結会計期間において、報告セグメントに変更がありました。詳細は、「第４ 経理の状況

１要約四半期連結財務諸表 要約四半期連結財務諸表注記 ５．事業セグメント」をご参照ください。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当社グループの戦略・事業その他を遂行する上でのリスクについて、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性

があると考えられる主な事項を以下に記載しています。

なお、当社グループではグループ経営上のリスク全般につき、潜在リスクの洗い出しと優先順位付けをしたうえ

で、リスク対応方針の審議決定を行う「リスク管理委員会」により、リスクを整理・管理しています。

また、新型コロナウイルス感染症拡大に関するリスクは、更なる感染拡大や再流行により大きく変動する可能性

がありますが、最新の情報を常に確認しつつ、リスクと機会をしっかりと整理し、中長期的視点をもって施策を策

定していきます。

当第２四半期連結累計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」からの変更が

あった事項は以下のとおりであります。

なお、文中の将来に関する事項は、当第２四半期連結累計期間の末日現在において当社グループが判断したもの

であります。

（見出しに付された項目番号は、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクの項目番号に対応して

おります。）

① 事業環境の急激な変化

映像事業の主要製品であるデジタルカメラの市場は、ミラーレスカメラにおける競争激化に加えて、新型コロ

ナウイルス感染症の流行及びそれによる各国での規制強化などにより、外出禁止や小売店での営業停止、イベン

ト中止などによる顧客の購買行動への制約、減退や部品調達の遅れが生じていますが、足元の消費動向は緩やか

な持ち直し傾向にあります。対応として、生産販売拠点等の最適化、徹底したコストダウン、開発効率化、サプ

ライチェーンや物流の改革といった事業構造改革を継続し、事業の収益体質強化を進めています。

精機事業が扱うFPD露光装置の需要は、ディスプレイ市場自体は安定的に需要が見込める市場ですが、大規模設

備投資の反動や足元の消費抑制により供給過剰となった場合には、露光装置の需要も落ち込む可能性がありま

す。対応として、そのような環境下でも、一定の利益を確保するため、新規露光装置及びサービスビジネスによ

る収益拡大やトータルコスト低減を進めています。

半導体露光装置の対象市場である半導体市場は中長期的に大きく成長が見込まれるものの、先端プロセス開発

のEUVLへの移行度合によっては、液浸露光装置の需要が減少する可能性があります。また、当社グループの主要

顧客が設備投資計画を変更した場合など、当社グループの収益に影響を及ぼす恐れがあります。対応として、収

益性重視の事業戦略の下、既存顧客以外の開拓を積極的に進めるとともに、サービスビジネスを拡大していきま

す。

精機事業全体として、新型コロナウイルス感染症の流行及びそれによる各国での規制強化により、出荷遅延・

停止による顧客の信頼を損ねる恐れや、需要減退による投資凍結、販売減少などの可能性があります。対応とし

て、顧客とのコミュニケーションの強化、立上げ・サービス要員の現地対応促進などをより一層強めていきま

す。

また、海外での事業展開においては、政治体制・経済環境の変動、各国間の貿易摩擦・紛争等の影響、暴動・

テロ・戦争・災害・各種感染症等による社会の混乱等により、事業活動に大きな障害や損失が生じる可能性があ

ります。当該リスクが顕在化する可能性・時期については、社会情勢等により左右されるため、具体的に予測す

ることは困難でありますが、対応として、情報収集及び事業に与える影響の分析を行い、対策を検討、実施して

います。

② 新事業領域の立ち上げ

当社グループは、2019年５月に発表した中期経営計画（2019～2021年度）期間において持続的企業価値の「成

長基盤構築」を目指し、「新たな収益の柱の創出」として材料加工事業を位置づけ、積極投資を続けていますが、

本計画期間である2021年度までに期待される規模への成長に届かない可能性があります。

当該リスクが顕在化する可能性を最小化するため、対応として、当社グループは、材料加工事業のスケール化
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を最優先と位置付け、社内リソースのシフトを実施しています。また、戦略投資につきましても、M&Aのみなら

ず、戦略的出資, CVCなどにも幅広く取り組み、事業の拡大に寄与させていきます。

④ 調達

当社グループは、それぞれの事業において、原材料、基幹部品、生産委託した製品完成品等を仕入先と密接な

関係を保ちながら、安定的な調達を行っています。地震等の天災地変、暴動・テロ・戦争・感染症等による社会

の混乱、品質問題、特定仕入先の政策変更や倒産・経営破綻等により調達に重大な支障をきたした場合や仕入価

格が高騰した場合には、当社グループの収益と財政状況に悪影響を及ぼす可能性があります。具体的には、新型

コロナウイルス感染症の流行による調達先・地域の規制強化、操業停止、倒産などによる調達品の遅れが一部顕

在化しています。また、需要増加、火災等による供給減少を起因とした部品供給不足も同様です。当該リスクの

規模、時期は社会情勢により大きく左右されるため、具体的に予測することは困難ですが、対応として、当社グ

ループでは、可能な範囲での複数購買および代替調達先候補の把握とともに、天災事変等の混乱時には、全事業

部の調達状況の情報収集を実施し、速やかに経営に状況を報告するとともに、代替品の調達可能性、設計変更等

による代替措置など、複数の視点からの対応策を実施しています。
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２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断し

たものであります。

第１四半期連結会計期間より、報告セグメントに変更がありました。詳細は、「第４ 経理の状況 １要約四半期

連結財務諸表 要約四半期連結財務諸表注記 ５．事業セグメント」に記載のとおりであります。前第２四半期連結

累計期間との比較にあたっては、前第２四半期連結累計期間の数値を変更後のセグメント区分に組替えて行ってお

ります。

(１) 経営成績の分析

当第２四半期連結累計期間（2021年４月１日～2021年９月30日）の経済状況は、長引く新型コロナウイルス感

染症の影響を受けましたが、ワクチン接種の普及や各国の財政出動などもあり、米国・中国を中心に回復が続き、

コロナ危機による落ち込みから総じて回復傾向にありました。

事業別では、映像事業においては、新型コロナウイルス感染症の影響縮小により、需要は回復が見られますが、

半導体不足等による供給問題が表面化してきています。精機事業においては、FPD関連分野は大型パネル用、中小

型パネル用、いずれも設備投資は堅調に推移しました。また、半導体関連分野の設備投資は拡大基調となりまし

た。ヘルスケア事業においては、ライフサイエンスソリューション分野の市況は、地域による濃淡はあるものの、

総じて回復基調が継続し、アイケアソリューション分野の市況は、各地域とも好調に推移しました。コンポーネ

ント事業においては、デジタルソリューションズ事業では、光学部品・光学コンポーネントやエンコーダ関連市

場が堅調に推移し、カスタムプロダクツ事業では、EUV関連市場が好調に推移しました。

当社グループでは、2019年５月に発表した中期経営計画のもと、持続的・中長期的な企業価値向上を実現すべ

く、各種施策にまい進しました。

まず、映像事業においてより一層の構造改革に努めるとともに、精機事業においてサービスビジネスや周辺ビ

ジネスの拡大を図るなど、事業収益力の強化を図ってまいりました。コンポーネント事業のスケール化に向けた

取り組みにも注力し、成長領域の開拓を進めています。また、コンポーネント事業のうち、中期経営計画期間中

に注力するテーマとしても掲げている材料加工事業では、計測と造形を融合した金属加工機に加え、高精度な平

面仕上げや微細加工を実現する除去加工機の受注を開始しました。

さらに、ガバナンス強化のため、取締役会の実効性向上、リスクマネジメントの強化などにも継続して取り組

みました。

このような状況の下、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上収益は2,730億49百万円、前年同期比974億２

百万円（55.5％）の増収、営業利益は321億５百万円（前年同期は466億35百万円の営業損失）、税引前四半期利

益は359億13百万円（前年同期は388億96百万円の税引前四半期損失）、親会社の所有者に帰属する四半期利益は

264億64百万円（前年同期は315億37百万円の親会社の所有者に帰属する四半期損失）となりました。

セグメント情報は次のとおりです。

① 映像事業

2021年7月にニコンの歴史的カメラ「FM2」のデザインを受け継いだミラーレスカメラ「Z fc」を発売し、好評

を博しました。また、ミラーレスカメラ用交換レンズのラインナップを拡充させ、プロ・趣味層向け中高級機の

拡販に努め、販売台数を伸ばしました。

これらの結果、当事業の売上収益は892億51百万円、前年同期比38.6％増、営業利益は125億74百万円（前年同

期は278億34百万円の営業損失）となりました。

② 精機事業

FPD露光装置分野は、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う渡航制限の影響がある中でも、据付作業は順調に

進み、据付できた装置が限られていた前年同期と比べて、大幅に増収増益となりました。
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半導体露光装置分野では、新品装置の販売台数が減少しましたが、中古装置の販売台数が増加し、廃棄・評価

損を計上した前年同期と比べて、増益となりました。

これらの結果、当事業の売上収益は1,192億89百万円、前年同期比86.9％増、営業利益は217億35百万円（前年

同期は74億55百万円の営業損失）となりました。

③ ヘルスケア事業

ライフサイエンスソリューション分野は、地域による濃淡はあるものの、新型コロナウイルス感染症拡大の影

響を受けた前年同期に比べ増収となりました。アイケアソリューション分野は、各地域での市況回復により、大

幅な増収となりました。

これらの結果、当事業の売上収益は330億57百万円、前年同期比28.6％増、営業利益は９億39百万円（前年同期

は23億58百万円の営業損失）となりました。

④ コンポーネント事業

デジタルソリューションズ事業は、光学部品・光学コンポーネントやエンコーダの販売が好調に推移し、増収

増益となりました。

カスタムプロダクツ事業は、EUV関連コンポーネントの販売が好調に推移し、増収増益となりました。

この結果、これらの事業を含む当事業の売上高は167億79百万円、前年同期比60.0％増、34億93百万円（前年同

期は９億32百万円の営業損失）となりました。

⑤ 産業機器・その他

産業機器事業では、電子部品・半導体・自動車関連の設備投資の回復基調が継続したことにより増収となり、

赤字幅も縮小しました。

この結果、産業機器・その他の売上収益は146億72百万円、前年同期比30.6％増となりましたが、生産子会社に

おける棚卸資産の廃棄評価減の影響もあり、営業損失は16億25百万円（前年同期は５億97百万円の営業損失）と

なりました。
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(２) 当第２四半期連結会計期間末の財政状態の分析

当第２四半期連結会計期間末における資産の残高は、前連結会計年度末に比べて105億55百万円増加し、１兆２

億92百万円となりました。これは主に、現金及び現金同等物が173億66百万円、有形固定資産、使用権資産、のれ

ん及び無形資産が116億87百万円、保有する株式の時価上昇等により非流動資産に含まれるその他の金融資産が45

億49百万円それぞれ増加した一方、棚卸資産が131億13百万円、未収入金の減少等によりその他の流動資産が56億

90百万円、売上債権及びその他の債権が23億42百万円それぞれ減少したためです。

当第２四半期連結会計期間末における負債の残高は、前連結会計年度末に比べて271億79百万円減少し、4,238億

32百万円となりました。これは主に、未払法人所得税が110億21百万円、リース負債の増加等により流動負債及び

非流動負債に含まれるその他の金融負債が84億40百万円、社債及び借入金が43億47百万円それぞれ増加した一方、

前受金が408億42百万円、仕入債務及びその他の債務が79億２百万円それぞれ減少したためです。

当第２四半期連結会計期間末における資本の残高は、前連結会計年度末に比べて377億34百万円増加し、5,764億

60百万円となりました。これは主に、親会社の所有者に帰属する四半期利益の計上264億64百万円、その他の資本

の構成要素から利益剰余金への振替120億74百万円、剰余金の配当処分36億72百万円等により利益剰余金が348億66

百万円、保有する株式の時価上昇等によりその他の資本の構成要素が14億14百万円、Morf3D Inc.の子会社化等に

より非支配持分が13億32百万円それぞれ増加したためです。

(３) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期利益359億13百万円、

減価償却費及び償却費121億14百万円の計上に加えて、棚卸資産の減少があった一方、前受金の減少、仕入債務及

びその他の債務の減少があり、117億65百万円の収入（前年同期は133億37百万円の支出）となりました。

当第２四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入188

億81百万円、有形固定資産の売却による収入が39億30百万円あった一方、有形固定資産、無形資産、投資有価証券

の取得による支出があり、90億69百万円の収入（前年同期は11億72百万円の収入）となりました。

当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加が40億79百万円あ

った一方、リース負債の返済による支出、配当金の支払があり、40億45百万円の支出（前年同期は74億45百万円の

支出）となりました。

また、現金及び現金同等物に係る換算差額は５億77百万円の増加となりました。

この結果、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は前連結会計年度末に比べ173億66

百万円増加し、3,691億65百万円となりました。

(４) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結累計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに

生じた課題はありません。

　

(５) 研究開発活動

当社グループは開発投資の一部について資産化を行っており、研究開発投資には無形資産に計上された開発費を

含んでおります。無形資産に計上された開発費を含む当第２四半期連結累計期間の研究開発投資は285億89百万円

であります。

　

３ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(１) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 1,000,000,000

計 1,000,000,000

② 【発行済株式】

種類

第２四半期会計期間末
現在発行数(株)

(2021年９月30日)

提出日現在

発行数(株)

(2021年11月４日)

上場金融商品取引所

名又は登録認可金融

商品取引業協会名

内容

普通株式 378,336,521 378,336,521
東京証券取引所
市場第一部

単元株式数は100株です。

計 378,336,521 378,336,521 － －

(２) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

決議年月日 2021年８月５日

付与対象者の区分及び人数(名)
当社取締役 ３、当社執行役員 12

当社エグゼクティブ・フェロー ２

新株予約権の数(個)※ 2,228 (注)１

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ 普通株式 222,800

新株予約権の行使時の払込金額(円)※ １株当たり１

新株予約権の行使期間※ 2021年８月21日～2051年８月20日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発
行価格及び資本組入額(円)※

発行価格 808
資本組入額 404

新株予約権の行使の条件※ (注)２

新株予約権の譲渡に関する事項※ 新株予約権を譲渡するには当社取締役会の決議を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ (注)３

※ 新株予約権証券の発行時（2021年８月５日）における内容を記載しております。

(注)１．新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。

２．各新株予約権の一部行使はできないものとします。

権利者が権利行使期間中に取締役（指名委員会等設置会社における執行役を含む)、監査役、執行役員（エグ

ゼクティブ・フェローその他執行役員に準ずるものを含む。）及び相談役のいずれの地位をも喪失した場合

等において、新株予約権割当契約書に従って権利行使をすることができるものとします。

権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行

使することができるものとします。

その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定める

ところによります。

３．再編行為時の取扱い

当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていな

い新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継

させることができるものとします。

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。
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(３) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(４) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

2021年７月１日～
2021年９月30日

― 378,336,521 ― 65,476 ― 80,712

(５) 【大株主の状況】

2021年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式(自
己株式を除

く。)の総数に
対する所有株式
数の割合(％)

日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口) 東京都港区浜松町２丁目11番３号 65,133 17.71

明治安田生命保険(相) 東京都千代田区丸の内２丁目１番１号 19,537 5.31

(株)日本カストディ銀行(信託口) 東京都中央区晴海１丁目８番12号 18,498 5.03

(株)三菱ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７番１号 7,009 1.91

SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT
(常任代理人 香港上海銀行東京支店)

米国 ボストン
(東京都中央区日本橋３丁目11番１号)

6,791 1.85

(株)日本カストディ銀行(信託口７) 東京都中央区晴海１丁目８番12号 6,430 1.75

(株)常陽銀行 茨城県水戸市南町２丁目５番５号 6,121 1.66

(株)静岡銀行 静岡県静岡市葵区呉服町１丁目10番地 4,996 1.36

日本生命保険(相) 東京都千代田区丸の内１丁目６番６号 4,697 1.28

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001
(常任代理人 (株)みずほ銀行決済営業部)

米国 ボストン
(東京都港区港南２丁目15番１号)

4,352 1.18

計 ― 143,565 39.04

(注)１ 上記大株主表は、2021年９月30日現在の株主名簿に基づいたものであります。

２ 上記のほか、当社所有の自己株式10,560,037株があります。なお、当該自己株式には役員報酬BIP信託が保有す

る当社株式（576,900株）は含めていません。

３ 2020年12月４日付で三井住友信託銀行(株)及びその共同保有者による株式大量保有報告書（保有株式数23,380

千株、保有比率6.18％）が以下の通り関東財務局長に提出されておりますが、当社として2021年９月30日現在

の所有株式数の確認ができないため、上記表には含めておりません。

氏名又は名称 住所
保有株券等の
数(千株)

株券等保有
割合(％)

三井住友信託銀行(株) 東京都千代田区丸の内１丁目４番１号 600 0.16

三井住友トラスト・アセットマネジメント(株) 東京都港区芝公園１丁目１番１号 12,851 3.40

日興アセットマネジメント(株) 東京都港区赤坂９丁目７番１号 9,929 2.62

４ 2021年２月５日付で野村證券(株)及びその共同保有者による株式大量保有報告書（保有株式数26,452千株、保

有比率6.99％）が以下の通り関東財務局長に提出されておりますが、当社として2021年９月30日現在の所有株

式数の確認ができないため、上記表には含めておりません

氏名又は名称 住所
保有株券等の
数(千株)

株券等保有
割合(％)

野村證券(株) 東京都中央区日本橋１丁目13番１号 541 0.14

ノムラ インターナショナル ピーエルシー
（NOMURA INTERNATIONAL PLC）

1 Angel Lane, London EC4R 3AB,
United Kingdom

2,413 0.64

野村アセットマネジメント(株) 東京都江東区豊洲２丁目２番１号 23,498 6.21
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５ 2021年10月４日付で、(株)三菱ＵＦＪ銀行及びその共同保有者による株式大量保有報告書に関する変更報告書

（保有株式数33,511千株、保有比率7.85％）が以下の通り関東財務局長に提出されておりますが、当社として

2021年９月30日現在の所有株式数の確認ができないため、上記表には含めておりません。

氏名又は名称 住所
保有株券等の
数(千株)

株券等保有
割合(％)

(株)三菱ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７番１号 8,509 2.25

三菱ＵＦＪ信託銀行(株) 東京都千代田区丸の内１丁目４番５号 14,155 3.74

三菱ＵＦＪ国際投信(株) 東京都千代田区有楽町１丁目12番１号 6,477 1.71

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(株) 東京都千代田区大手町１丁目９番２号 4,370 1.16

(６) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2021年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

－ －
普通株式 10,560,000

完全議決権株式（その他） 普通株式 367,535,400 3,675,354 －

単元未満株式 普通株式 241,121 － －

発行済株式総数 378,336,521 － －

総株主の議決権 － 3,675,354 －

(注)１．「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、役員報酬BIP信託にかかる信託口が保有する当社株式

576,900株が含まれております。

２．「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式37株が含まれております。

② 【自己株式等】

2021年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）

株式会社ニコン 東京都港区港南２丁目15番３号 10,560,000 0 10,560,000 2.8

計 － 10,560,000 0 10,560,000 2.8

(注) 上記の自己保有株式のほか、役員報酬BIP信託にかかる信託口が保有する当社株式576,900株を財務諸表上、

自己株式として処理しております。

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】

１. 要約四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の要約四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内

閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）第93条の規定により、国際会計基準第34号「期中財務報

告」（以下「IAS第34号」という。）に準拠して作成しております。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（2021年７月１日から2021年

９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（2021年４月１日から2021年９月30日まで）に係る要約四半期連結財務

諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１ 【要約四半期連結財務諸表】

① 【要約四半期連結財政状態計算書】

（単位：百万円）

注記
番号

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

資産

流動資産

現金及び現金同等物 351,798 369,165

売上債権及びその他の債権 72,900 70,558

棚卸資産 235,760 222,647

その他の金融資産 14 1,179 909

その他の流動資産 14,215 8,525

流動資産合計 675,853 671,804

非流動資産

有形固定資産 86,210 85,785

使用権資産 12,233 22,139

のれん及び無形資産 44,056 46,263

退職給付に係る資産 5,984 7,259

持分法で会計処理されている投資 11,099 10,291

その他の金融資産 14 91,090 95,640

繰延税金資産 62,956 60,700

その他の非流動資産 255 410

非流動資産合計 313,884 328,487

資産合計 989,737 1,000,292
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（単位：百万円）

注記
番号

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

負債及び資本

負債

流動負債

仕入債務及びその他の債務 60,615 52,713

社債及び借入金 29,943 34,003

未払法人所得税 1,428 12,449

前受金 163,110 122,268

引当金 5,458 4,286

その他の金融負債 14 25,575 25,686

その他の流動負債 32,176 33,001

流動負債合計 318,305 284,406

非流動負債

社債及び借入金 104,131 104,418

退職給付に係る負債 9,905 8,229

引当金 5,048 5,089

繰延税金負債 3,053 2,734

その他の金融負債 14 8,258 16,587

その他の非流動負債 2,310 2,370

非流動負債合計 132,706 139,426

負債合計 451,011 423,832

資本

資本金 65,476 65,476

資本剰余金 46,419 46,523

自己株式 △17,529 △17,512

その他の資本の構成要素 △14,133 △12,719

利益剰余金 457,352 492,219

親会社の所有者に帰属する持分 537,585 573,986

非支配持分 1,141 2,473

資本合計 538,726 576,460

負債及び資本合計 989,737 1,000,292
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② 【要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書】

【要約四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

注記
番号

前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

売上収益 10 175,647 273,049

売上原価 ７ △118,135 △154,108

売上総利益 57,512 118,941

販売費及び一般管理費 △85,653 △89,384

その他営業収益 11 2,141 3,746

その他営業費用 ８,11 △20,635 △1,198

営業利益又は損失（△） △46,635 32,105

金融収益 12 8,549 5,045

金融費用 △1,575 △1,400

持分法による投資利益 765 164

税引前四半期利益又は損失（△） △38,896 35,913

法人所得税費用 7,351 △9,534

四半期利益又は損失（△） △31,545 26,380

四半期利益又は損失（△）の帰属

親会社の所有者 △31,537 26,464

非支配持分 △8 △84

四半期利益又は損失（△） △31,545 26,380

１株当たり四半期利益又は損失（△）

基本的１株当たり四半期利益
又は損失（△）（円）

13 △85.90 72.07

希薄化後１株当たり四半期利益
又は損失（△）（円）

13 △85.90 71.68
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【第２四半期連結会計期間】

（単位：百万円）

注記
番号

前第２四半期連結会計期間
(自 2020年７月１日
　至 2020年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自 2021年７月１日
　至 2021年９月30日)

売上収益 110,924 140,768

売上原価 ７ △74,244 △82,272

売上総利益 36,680 58,496

販売費及び一般管理費 △44,010 △45,997

その他営業収益 1,264 514

その他営業費用 ８,11 △20,033 △870

営業利益又は損失（△） △26,099 12,143

金融収益 12 7,118 3,835

金融費用 △1,244 △911

持分法による投資利益又は損失（△） 604 △280

税引前四半期利益又は損失（△） △19,621 14,787

法人所得税費用 1,684 △4,228

四半期利益又は損失（△） △17,936 10,559

四半期利益又は損失（△）の帰属

親会社の所有者 △17,943 10,603

非支配持分 7 △45

四半期利益又は損失（△） △17,936 10,559

１株当たり四半期利益又は損失（△）

基本的１株当たり四半期利益
又は損失（△）（円）

13 △48.87 28.88

希薄化後１株当たり四半期利益
又は損失（△）（円）

13 △48.87 28.71

　



― 16 ―

【要約四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

注記
番号

前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

四半期利益又は損失（△） △31,545 26,380

その他の包括利益

純損益に振り替えられることのない項目

その他の包括利益を通じて測定する
金融資産の公正価値の純変動

23,008 12,347

確定給付制度の再測定 － 859

持分法適用会社におけるその他の包括利益
に対する持分

2 △1

純損益に振り替えられることのない項目合計 23,010 13,204

純損益に振り替えられる可能性のある項目

在外営業活動体の換算差額 △214 102

キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価値の
変動額の有効部分

△160 164

持分法適用会社におけるその他の包括利益
に対する持分

△2 44

純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 △377 310

税引後その他の包括利益 22,634 13,515

四半期包括利益 △8,911 39,894

四半期包括利益の帰属

親会社の所有者 △8,885 39,963

非支配持分 △26 △69

四半期包括利益 △8,911 39,894
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【第２四半期連結会計期間】

（単位：百万円）

注記
番号

前第２四半期連結会計期間
(自 2020年７月１日
　至 2020年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自 2021年７月１日
　至 2021年９月30日)

四半期利益又は損失（△） △17,936 10,559

その他の包括利益

純損益に振り替えられることのない項目

その他の包括利益を通じて測定する
金融資産の公正価値の純変動

18,950 5,764

確定給付制度の再測定 － 859

持分法適用会社におけるその他の包括利益
に対する持分

△0 △0

純損益に振り替えられることのない項目合計 18,950 6,622

純損益に振り替えられる可能性のある項目

在外営業活動体の換算差額 △2,734 △116

キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価値の
変動額の有効部分

29 △2

持分法適用会社におけるその他の包括利益
に対する持分

△19 12

純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 △2,724 △105

税引後その他の包括利益 16,226 6,517

四半期包括利益 △1,710 17,075

四半期包括利益の帰属

親会社の所有者 △1,713 17,124

非支配持分 2 △48

四半期包括利益 △1,710 17,075
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③ 【要約四半期連結持分変動計算書】

（単位：百万円）

注記
番号

親会社の所有者に帰属する持分

資本金 資本剰余金 自己株式

その他の資本の構成要素

その他の包括
利益を通じて
測定する金融

資産の公正価値の
純変動

確定給付制度の再
測定

持分法適用会社に
おけるその他の
包括利益に対する

持分

2020年４月１日残高 65,476 46,369 △17,639 1,108 － △964

四半期利益又は損失（△） － － － － － －

その他の包括利益 － － － 23,036 － △0

四半期包括利益合計 － － － 23,036 － △0

剰余金の配当 ９ － － － － － －

自己株式の取得及び処分 － △0 △0 － － －

株式報酬取引 － 106 39 － － －

子会社に対する所有者
持分の変動

－ － － － － －

その他の資本の構成要素
から利益剰余金への振替

－ － － △1,739 － －

所有者との取引額等合計 － 106 38 △1,739 － －

2020年９月30日残高 65,476 46,475 △17,600 22,404 － △965

2021年４月１日残高 65,476 46,419 △17,529 13,172 － △873

四半期利益又は損失（△） － － － － － －

その他の包括利益 － － － 12,360 859 44

四半期包括利益合計 － － － 12,360 859 44

剰余金の配当 ９ － － － － － －

自己株式の取得及び処分 － △0 △1 － － －

株式報酬取引 － 101 18 － － －

企業結合による変動 ６ － － － － － －

子会社に対する所有者
持分の変動

－ 3 － － － －

その他の資本の構成要素
から利益剰余金への振替

－ － － △11,226 △859 －

所有者との取引額等合計 － 104 17 △11,226 △859 －

2021年９月30日残高 65,476 46,523 △17,512 14,306 － △829
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（単位：百万円）

注記
番号

親会社の所有者に帰属する持分

非支配持分 資本合計

その他の資本の構成要素

利益剰余金 合計在外営業活動
体の換算差額

キャッシュ・
フロー・ヘッジ
の公正価値
の変動額の
有効部分

合計

2020年４月１日残高 △39,699 53 △39,502 485,948 540,652 1,108 541,760

四半期利益又は損失（△） － － － △31,537 △31,537 △8 △31,545

その他の包括利益 △223 △160 22,652 － 22,652 △18 22,634

四半期包括利益合計 △223 △160 22,652 △31,537 △8,885 △26 △8,911

剰余金の配当 ９ － － － △3,671 △3,671 △43 △3,714

自己株式の取得及び処分 － － － － △1 － △1

株式報酬取引 － － － － 145 － 145

子会社に対する所有者
持分の変動

－ － － － － 10 10

その他の資本の構成要素
から利益剰余金への振替

－ － △1,739 1,739 － － －

所有者との取引額等合計 － － △1,739 △1,932 △3,527 △33 △3,560

2020年９月30日残高 △39,923 △107 △18,590 452,480 528,240 1,049 529,289

2021年４月１日残高 △26,204 △228 △14,133 457,352 537,585 1,141 538,726

四半期利益又は損失（△） － － － 26,464 26,464 △84 26,380

その他の包括利益 72 164 13,499 － 13,499 16 13,515

四半期包括利益合計 72 164 13,499 26,464 39,963 △69 39,894

剰余金の配当 ９ － － － △3,672 △3,672 △17 △3,689

自己株式の取得及び処分 － － － － △1 － △1

株式報酬取引 － － － － 119 － 119

企業結合による変動 ６ － － － － － 1,392 1,392

子会社に対する所有者
持分の変動

－ － － － 3 15 18

その他の資本の構成要素
から利益剰余金への振替

－ － △12,084 12,074 △10 10 －

所有者との取引額等合計 － － △12,084 8,402 △3,561 1,401 △2,161

2021年９月30日残高 △26,132 △64 △12,719 492,219 573,986 2,473 576,460
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④ 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：百万円）

注記
番号

前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日

　至 2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益（△は損失） △38,896 35,913

減価償却費及び償却費 14,744 12,114

減損損失 18,868 448

受取利息及び受取配当金 △1,443 △1,079

持分法による投資損益（△は益） △765 △164

固定資産売却損益(△は益) △117 △2,734

支払利息 693 697

売上債権及びその他の債権の増減額(△は増加) 9,995 3,997

棚卸資産の増減額(△は増加) △16,510 12,331

仕入債務及びその他の債務の増減額(△は減少) △14,859 △8,686

前受金の増減額(△は減少) 20,271 △40,175

引当金の増減額(△は減少) △706 △1,882

その他 △5,617 1,884

小計 △14,343 12,665

利息及び配当金の受取額 1,790 2,081

利息の支払額 △717 △815

法人所得税の支払額又は還付額(△は支払) △67 △2,166

営業活動によるキャッシュ・フロー △13,337 11,765

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △6,649 △8,326

有形固定資産の売却による収入 506 3,930

無形資産の取得による支出 △3,047 △3,008

投資有価証券の取得による支出 △582 △2,987

投資有価証券の売却による収入 9,096 18,881

連結範囲の変更を伴う事業の取得による支出 ６ － △378

定期預金の払出による収入 1,854 －

その他 △6 958

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,172 9,069

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少) △0 4,079

長期借入金の返済による支出 － △803

リース負債の返済による支出 △3,703 △3,600

配当金の支払額 ９ △3,671 △3,678

非支配持分への配当金の支払額 △43 △17

自己株式の取得による支出 △1 △1

その他 △27 △26

財務活動によるキャッシュ・フロー △7,445 △4,045

現金及び現金同等物に係る換算差額 △621 577

現金及び現金同等物の増減（△は減少） △20,231 17,366

現金及び現金同等物の期首残高 324,034 351,798

現金及び現金同等物の四半期末残高 303,802 369,165
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【要約四半期連結財務諸表注記】

１．報告企業

株式会社ニコン（以下、当社）は、日本に所在する株式会社であり、東京証券取引所に株式を上場しております。

登記されている本社の所在地は、東京都港区港南２丁目15番３号であります。

当社、その子会社(以下、当社グループ)並びに持分法を適用した関連会社及び共同支配企業は、映像事業、精機事

業、ヘルスケア事業、コンポーネント事業、産業機器事業等を行っております。当社グループの主な事業内容は、注

記「５．事業セグメント」にて開示されております。

　

２．作成の基礎

(１) IFRSに準拠している旨

当社グループの要約四半期連結財務諸表は、四半期連結財務諸表規則第１条の２に掲げる「指定国際会計基準特

定会社」の要件を満たすことから、四半期連結財務諸表規則第93条の規定により、IAS第34号に準拠して作成してお

ります。

なお、要約四半期連結財務諸表は、年度の連結財務諸表で要求されるすべての情報が含まれていないため、前連

結会計年度の連結財務諸表と併せて使用されるべきものであります。

(２) 測定の基礎

当社グループの要約四半期連結財務諸表は、公正価値で測定している金融商品等を除き、取得原価を基礎として

作成しております。

(３) 機能通貨及び表示通貨

当社グループの要約四半期連結財務諸表は、当社の機能通貨である日本円を表示通貨としており、百万円未満を

四捨五入して表示しております。

(４) 要約四半期連結財務諸表の承認

当社グループの要約四半期連結財務諸表は、2021年11月４日に代表取締役 兼 社長執行役員 馬立稔和及び

取締役 兼 専務執行役員 德成旨亮によって承認されております。

３．重要な会計方針

当社グループが当要約四半期連結財務諸表において適用する重要な会計方針は、以下を除き、前連結会計年度に係

る連結財務諸表において適用した重要な会計方針と同一であります。

（１）法人所得税

当第２四半期連結累計期間における法人所得税費用は、見積平均年次実効税率に基づいて算定しております。
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４．見積り及び判断の利用

要約四半期連結財務諸表の作成において、資産、負債、収益及び費用の報告額は経営者による会計方針の選択や見

積りにより影響されます。見積りの算定の基礎となる仮定は、過去の経験及び入手可能な情報を収集し、報告期間の

末日現在において合理的であると考えられる様々な要因等を勘案した経営者による最善の判断に基づいております。

経済状態や市場、消費動向、また当社各事業の属する産業における需要や供給の変化等を踏まえた一定の仮定を置い

たうえで、見積りを行っております。しかし、その性質上、これらの見積りは、将来において、異なる結果となる可

能性があります。

見積りは継続して見直されております。これらの見直しによる影響は、当該見積りを見直した期間及び将来の期間

において認識しております。

当要約四半期連結財務諸表の金額に重要な影響を与える見積り及び見積りを伴う判断は、前連結会計年度に係る連

結財務諸表と同様であります。

５．事業セグメント

（１）報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締

役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものでありま

す。

当社グループは経済的特徴の類似性等を考慮したうえで各事業部を集約し、「映像事業」、「精機事業」、「ヘ

ルスケア事業」及び「コンポーネント事業」の４つを報告セグメントとしております。

「映像事業」はレンズ交換式デジタルカメラ、コンパクトデジタルカメラや交換レンズなど、映像関連製品やそ

の周辺領域の製品・サービスを提供、「精機事業」はFPD露光装置及び半導体露光装置の製品・サービスを提供、

「ヘルスケア事業」は生物顕微鏡、細胞培養観察装置などのライフサイエンスソリューション分野、超広角走査型

レーザー検眼鏡などのアイケアソリューション分野、細胞受託生産ソリューション分野の製品・サービスを提供、

「コンポーネント事業」は光学コンポーネント、光学部品、エンコーダや材料加工などのデジタルソリューション

ズ事業関連、EUV関連コンポーネントや宇宙関連などのカスタムプロダクツ事業関連、FPDフォトマスク基板などの

ガラス事業関連の製品・サービスを提供しております。

（報告セグメントの変更に関する事項）

第１四半期連結会計期間より、長期成長領域と定める「デジタルマニュファクチャリング」「ビジョンシステム/

ロボット」の事業推進化に向けて、新たな報告セグメントとして「コンポーネント事業」を設定し、従来、「産業

機器・その他」に含まれていたデジタルソリューションズ事業、カスタムプロダクツ事業及びガラス事業を移管し

ております。また、グループ全体の効率的な生産体制の構築を推進することを目的として、「映像事業」「精機事

業」「コンポーネント事業」に関連する一部の生産子会社を「産業機器・その他」に移管しております。

なお、前第２四半期連結累計期間のセグメント情報は、変更後の区分方法に基づき作成したものを開示しており

ます。
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（２）報告セグメントに関する情報

報告セグメントの利益は、営業利益をベースとした数値であります。セグメント間の売上収益は市場実勢価格に

基づいております。

当社グループのセグメント情報は次のとおりであります。

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)

映像事業 精機事業
ヘルスケア

事業

コンポー
ネント
事業

産業機器・
その他
(注１)

合計
調整額
(注２)

連結

売上収益

外部顧客からの売上収益 64,394 63,819 25,711 10,488 11,235 175,647 － 175,647

セグメント間の売上収益 858 122 63 3,038 37,443 41,523 △41,523 －

売上収益合計 65,252 63,941 25,774 13,526 48,678 217,170 △41,523 175,647

セグメント利益
又は損失（△）

△27,834 △7,455 △2,358 △932 △597 △39,176 △7,460 △46,635

金融収益 8,549

金融費用 △1,575

持分法による投資利益 765

税引前四半期利益
又は損失（△）

△38,896

その他の項目
　減損損失（注３） 15,498 － － 644 2,726 18,868 － 18,868

（注１）「産業機器・その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであります。

（注２）セグメント利益又は損失（△）は、要約四半期連結損益計算書の「営業利益又は損失（△）」と調整を行っ

ております。セグメント利益又は損失（△）の調整額には、セグメント間取引消去834百万円及び各セグメン

トに配賦されない全社損益△8,294百万円が含まれております。全社損益は、主に基礎研究に係る費用、本社

機能の一般管理費、新規事業創設に係る費用ならびに各セグメントに配賦されないその他営業損益でありま

す。

（注３）減損損失の主な内訳は、注記「８．非金融資産の減損損失」に記載されております。

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)

映像事業 精機事業
ヘルスケア

事業

コンポー
ネント
事業

産業機器・
その他
(注１)

合計
調整額
(注２)

連結

売上収益

外部顧客からの売上収益 89,251 119,289 33,057 16,779 14,672 273,049 － 273,049

セグメント間の売上収益 275 80 105 5,300 29,924 35,684 △35,684 －

売上収益合計 89,525 119,369 33,162 22,080 44,596 308,732 △35,684 273,049

セグメント利益
又は損失（△）

12,574 21,735 939 3,493 △1,625 37,116 △5,011 32,105

金融収益 5,045

金融費用 △1,400

持分法による投資利益 164

税引前四半期利益
又は損失（△）

35,913

（注１）「産業機器・その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであります。

（注２）セグメント利益又は損失（△）は、要約四半期連結損益計算書の「営業利益又は損失（△）」と調整を行っ

ております。セグメント利益又は損失（△）の調整額には、セグメント間取引消去1,974百万円及び各セグメ

ントに配賦されない全社損益△6,985百万円が含まれております。なお、全社損益△6,985百万円には、要約

四半期連結損益計算書の「その他営業収益」に計上されている土地の売却益2,352百万円が含まれておりま

す。全社損益は、主に基礎研究に係る費用、本社機能の一般管理費、新規事業創設に係る費用ならびに各セ

グメントに配賦されないその他営業損益であります。
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６．企業結合

当第２四半期連結累計期間に生じた企業結合は、次のとおりであります。

（１）企業結合の概要

当社は、米国の宇宙航空機部品受託加工会社であるMorf3D Inc.（以下、Morf3D社）の株式の過半数（66.65％）

を現金により取得し、子会社化しました。

① 被取得企業の名称、事業の内容

名称 ：Morf3D Inc.

事業内容 ：宇宙航空機産業向け金属部品の受託加工（アディティブマニュファクチャリング(AM)）

② 企業結合を行った主な理由

Morf3D社は、米国カリフォルニア州に拠点を持ち、一般に「3Dプリンティング」と呼ばれる金属を積層する加

工方法“アディティブマニュファクチャリング（AM）”を行う専業会社で、特に、宇宙航空機関連部品の受託生

産においては全米トップクラスに位置付けられています。

　当社は、中期経営計画において注力する成長領域の一つとして「材料加工事業」を掲げております。Morf3D社

は、欧米の主要な宇宙航空機メーカーの多くを顧客として持ち、必要な宇宙航空機関連の認証も取得していま

す。当社は、Morf3D社株式の過半数取得後、同社が保有する事業基盤を活用し、「材料加工事業」の拡大を目指

します。

　具体的には、インターネット接続や地球観測画像の取得・分析の需要等から市場が急拡大している中小型衛星

向けに、Morf3D社が持つ顧客基盤と当社の光加工機をはじめとする精密加工技術を組み合わせた受託加工ビジネ

スの展開を行っていく計画です。

③ 被取得企業の支配を獲得した方法

現金を対価とする株式の取得及び第三者割当増資の引受

④ 支配獲得日

2021年４月２日

（２）取得対価及びその内訳

　 （単位：百万円）

項目 金額

現金 4,270

取得対価の合計 4,270

（３）取得関連コスト

当該企業結合に係る取得関連コストは177百万円であり、2021年３月31日に終了した前連結会計年度において、

連結損益計算書上の「販売費及び一般管理費」に計上しております。
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（４）支配獲得日における資産・負債の公正価値、非支配持分及びのれん

　 （単位：百万円）

項目 金額

流動資産 4,146

非流動資産（注１） 2,010

資産合計 6,156

流動負債 1,638

非流動負債 345

負債合計 1,983

純資産 4,173

非支配持分（注２） 1,392

取得により生じたのれん（注３） 1,489

（注１）識別可能な無形資産807百万円が含まれており、顧客関連資産が695百万円、技術関連資産が112百万

円となります。

（注２）非支配持分は被取得企業の識別可能な純資産に対する非支配株主の持分割合で測定しております。

（注３）のれんは、今後の事業展開により期待される将来の超過収益力であります。また、認識された

のれんのうち、税務上損金算入が見込まれるものはありません。

（５）子会社の支配獲得による支出

Morf3D社株式の取得価額と取得のための支出（純額）との関係は次のとおりであります。

　 （単位：百万円）

項目 金額

Morf3D社株式の取得対価 4,270

Morf3D社現金及び現金同等物（注） △3,892

差引：Morf3D社取得のための支出 378

　 （注）Morf3D社現金及び現金同等物には、第三者割当増資による払込金額3,703百万円が含まれております。

（６）企業結合が期首に完了したと仮定した場合の、連結売上収益及び連結純利益

当該企業結合が期首に完了したと仮定した場合の連結売上収益及び連結純利益は、当第２四半期連結累計期間の

要約四半期連結損益計算書に与える影響額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。

　なお、当該企業結合が期首に行われたと仮定した場合の連結売上収益及び連結純利益は、監査法人の四半期レビ

ューを受けておりません。

７．棚卸資産

前第２四半期連結累計期間（自 2020年４月１日　至 2020年９月30日）

　今後の販売可能性や事業活動強化に向けた設備転用計画等を精査した結果、精機事業を中心に11,807百万円の廃

棄・評価損を計上しております。
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８．非金融資産の減損損失

　第１四半期連結会計期間において、報告セグメントに変更がありました。当該変更に伴い、前第２四半期連結累

計期間の減損損失は、変更後の区分方法に基づき作成したものを開示しております。詳細は、注記「５. 事業セグ

メント」をご参照ください。

前第２四半期連結累計期間（自 2020年４月１日 至 2020年９月30日）

　前第２四半期連結累計期間において、新型コロナウイルス感染症拡大に伴うデジタルカメラ市場の縮小傾向の加

速を勘案し、映像事業の将来計画の見直しを実施いたしました。これを受けて、資金生成単位で回収可能価額を見

積もった結果、主にタイや国内の一部の生産子会社において回収可能価額が固定資産の帳簿価額を下回った為、映

像事業及び産業機器・その他で減損損失を15,498百万円及び2,603百万円計上しております。また、固定資産の今後

の使用見込を調査した結果、当社及び国内連結子会社の今後の具体的な使用を見込んでいない遊休資産について帳

簿価額を回収可能価額まで減額し、コンポーネント事業及び産業機器・その他において減損損失を644百万円及び

123百万円計上しております。回収可能価額は主に処分コスト控除後の公正価値に基づいて算定しております。

　この結果、有形固定資産、使用権資産及び無形資産において減損損失を18,868百万円計上しております。なお、

減損損失は要約四半期連結損益計算書の「その他営業費用」に含まれております。

９．配当金

(１) 配当金支払額

配当の総額は次のとおりであります。

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)

2020年６月26日 定時株主総会 普通株式 3,677 10.00 2020年３月31日 2020年６月29日

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)

2021年６月29日 定時株主総会 普通株式 3,678 10.00 2021年３月31日 2021年６月30日

（注１）2020年６月26日定時株主総会決議による配当金の総額には、役員報酬BIP信託が保有する自社の株式に対する

配当金６百万円が含まれております。

（注２）2021年６月29日定時株主総会決議による配当金の総額には、役員報酬BIP信託が保有する自社の株式に対する

配当金６百万円が含まれております。

（２）基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の

末日後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)

　2020年11月５日 取締役会 普通株式 3,677 10.00 2020年９月30日 2020年12月１日

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)

　2021年11月４日 取締役会 普通株式 7,356 20.00 2021年９月30日 2021年12月１日

（注１）2020年11月５日取締役会決議による配当金の総額には、役員報酬BIP信託が保有する自社の株式に対する

配当金６百万円が含まれております。

（注２）2021年11月４日取締役会決議による配当金の総額には、役員報酬BIP信託が保有する自社の株式に対する

配当金12百万円が含まれております。
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10．売上収益

当社グループは経済的特徴の類似性等を考慮したうえで各事業部を集約し、「映像事業」、「精機事業」、「ヘル

スケア事業」及び「コンポーネント事業」の４つを報告セグメントとしております。当該報告セグメントは、当社の

取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績の評価をするために、定期的に検討を行う対象としていることから、こ

れらの事業で計上する収益を売上収益として表示しております。顧客の所在地に基づく地域別に分解した売上収益及

びセグメント売上収益の関連は、次のとおりであります。

　なお、第１四半期連結会計期間において、報告セグメントに変更がありました。当該変更に伴い、前第２四半期連

結累計期間のセグメント売上収益は、変更後の区分方法に基づき作成したものを開示しております。詳細は、注記

「５．事業セグメント」をご参照ください。

　 （単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

（自 2020年４月１日　

至 2020年９月30日）

映像事業 精機事業
ヘルスケア

事業

コンポー

ネント事業

産業機器・

その他

（注１）

合計

日本 7,531 9,505 3,533 7,104 4,085 31,757

米国 15,506 17,523 11,442 1,768 2,545 48,785

欧州（注２） 16,933 7,280 4,833 322 1,320 30,687

中国 11,182 19,054 3,360 333 1,020 34,948

その他（注２） 13,242 10,457 2,544 962 2,265 29,470

合計 64,394 63,819 25,711 10,488 11,235 175,647

（注１）「産業機器・その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであります。

（注２）日本、米国及び中国以外の区分に属する主な国又は地域は、次のとおりであります。

　 ① 欧州：英国、フランス、ドイツ

　 ② その他：カナダ、アジア、中東、オセアニア、中南米

　 （単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間

（自 2021年４月１日　

至 2021年９月30日）

映像事業 精機事業
ヘルスケア

事業

コンポー

ネント事業

産業機器・

その他

（注１）

合計

日本 8,391 8,648 5,075 11,654 5,460 39,229

米国 24,450 14,795 14,873 2,697 2,426 59,241

欧州（注２） 21,361 4,718 6,272 487 1,916 34,754

中国 14,484 76,811 2,768 745 2,117 96,925

その他（注２） 20,565 14,318 4,069 1,196 2,753 42,901

合計 89,251 119,289 33,057 16,779 14,672 273,049

（注１）「産業機器・その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであります。

（注２）日本、米国及び中国以外の区分に属する主な国又は地域は、次のとおりであります。

　 ① 欧州：英国、フランス、ドイツ

　 ② その他：カナダ、アジア、中東、オセアニア、中南米
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11．その他営業収益及び費用

前第２四半期連結累計期間（自 2020年４月１日 至 2020年９月30日）

（１）その他営業費用

有形固定資産、使用権資産及び無形資産に関する減損損失18,868百万円を「その他営業費用」に含めておりま

す。なお、減損損失の主な内訳は、注記「８．非金融資産の減損損失」をご参照ください。

当第２四半期連結累計期間（自 2021年４月１日 至 2021年９月30日）

（１）その他営業収益

当社において、東京都品川区の遊休地を売却したことに伴う土地売却益2,352百万円を「その他営業収益」に含

めております。

12．金融収益

前第２四半期連結累計期間（自 2020年４月１日 至 2020年９月30日）

投資先であるBerkeley Lights, Inc. (本社：米国)が新規株式公開を行ったことに伴い、有価証券評価益5,796百

万円を計上しております。当該評価益を含む有価証券評価益6,031百万円を金融収益に含めております。
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13．１株当たり四半期利益

親会社の所有者に帰属する基本的１株当たり四半期利益又は損失（△）及び希薄化後１株当たり四半期利益

又は損失（△）の算定基礎は次のとおりであります。

前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日

　 至 2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日

　 至 2021年９月30日)
基本的１株当たり四半期利益又は損失（△）
の算定基礎

　親会社の所有者に帰属する四半期利益
又は損失（△）（百万円）

△31,537 26,464

　親会社の普通株主に帰属しない四半期利益
又は損失（△）（百万円）

－ －

　基本的１株当たり四半期利益又は損失（△）
の計算に使用する四半期利益又は損失（△）
（百万円）

△31,537 26,464

　普通株式の期中平均株式数（千株） 367,130 367,192

基本的１株当たり四半期利益
又は損失（△）（円）

△85円90銭 72円07銭

希薄化後１株当たり四半期利益又は損失（△）
の算定基礎
　基本的１株当たり四半期利益又は損失（△）
の計算に使用する四半期利益又は損失（△）
（百万円）

△31,537 26,464

四半期利益調整額（百万円）

　 子会社の発行する潜在株式に係る調整額 － －

　希薄化後１株当たり四半期利益又は損失（△）
の計算に使用する四半期利益又は損失（△）
（百万円）

△31,537 26,464

　普通株式の期中平均株式数（千株） 367,130 367,192

　ストックオプションによる普通株式増加数
　（千株）

－ 1,994

　希薄化後の期中平均株式数（千株） 367,130 369,186

希薄化後１株当たり四半期利益
又は損失（△）（円）

△85円90銭 71円68銭

（注１）基本的１株当たり四半期利益又は損失（△）及び希薄化後１株当たり四半期利益又は損失（△）の算定上、

以下の株式数の役員報酬BIP信託が保有する当社株式を、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に

　 含めております。

　 前第２四半期連結累計期間 576,900株、当第２四半期連結累計期間 576,900株

（注２）前第２四半期連結累計期間において、当社が発行するストックオプションについては、希薄化効果を

有していないため、希薄化後１株当たり四半期損失の算定に含めておりません。

また、当第２四半期連結累計期間において、子会社が発行するストックオプションについては、希薄化効果を

有していないため、希薄化後１株当たり四半期利益の算定に含めておりません。
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前第２四半期連結会計期間
(自 2020年７月１日

　 至 2020年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自 2021年７月１日

　 至 2021年９月30日)
基本的１株当たり四半期利益又は損失（△）
の算定基礎

親会社の所有者に帰属する四半期利益
又は損失（△）（百万円）

△17,943 10,603

親会社の普通株主に帰属しない四半期利益
又は損失（△）（百万円）

－ －

基本的１株当たり四半期利益又は損失（△）
の計算に使用する四半期利益又は損失（△）
（百万円）

△17,943 10,603

普通株式の期中平均株式数（千株） 367,138 367,196

基本的１株当たり四半期利益
又は損失（△）（円）

△48円87銭 28円88銭

希薄化後１株当たり四半期利益又は損失（△）
の算定基礎

基本的１株当たり四半期利益又は損失（△）
の計算に使用する四半期利益又は損失（△）
（百万円）

△17,943 10,603

四半期利益調整額（百万円）

　 子会社の発行する潜在株式に係る調整額 － －

希薄化後１株当たり四半期利益又は損失（△）
の計算に使用する四半期利益又は損失（△）
（百万円）

△17,943 10,603

普通株式の期中平均株式数（千株） 367,138 367,196

ストックオプションによる普通株式増加数
（千株）

－ 2,154

希薄化後の期中平均株式数（千株） 367,138 369,349

希薄化後１株当たり四半期利益
又は損失（△）（円）

△48円87銭 28円71銭

（注１）基本的１株当たり四半期利益又は損失（△）及び希薄化後１株当たり四半期利益又は損失（△）の算定上、

以下の株式数の役員報酬BIP信託が保有する当社株式を、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に

　 含めております。

　 前第２四半期連結会計期間 576,900株、当第２四半期連結会計期間 576,900株

（注２）前第２四半期連結会計期間において、当社が発行するストックオプションについては、希薄化効果を

有していないため、希薄化後１株当たり四半期損失の算定に含めておりません。

また、当第２四半期連結会計期間において、子会社が発行するストックオプションについては、希薄化効果を

有していないため、希薄化後１株当たり四半期利益の算定に含めておりません。
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14．金融商品

(１) 金融商品の分類

金融商品の分類は次のとおりであります。

（単位：百万円）

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

＜金融資産＞

現金及び現金同等物 351,798 369,165

償却原価で測定する金融資産

　売上債権及びその他の債権 72,900 70,558

　その他の金融資産 3,847 3,988

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産

　その他の金融資産 19,658 23,332

その他の包括利益を通じて
公正価値で測定する金融資産

　その他の金融資産 68,764 69,228

合計 516,968 536,272

＜金融負債＞

償却原価で測定する金融負債

　仕入債務及びその他の債務 60,615 52,713

　社債及び借入金 134,073 138,420

　その他の金融負債 32,757 41,835

純損益を通じて公正価値で測定する金融負債

　その他の金融負債 701 290

その他の包括利益を通じて
公正価値で測定する金融負債

　その他の金融負債 376 149

合計 228,522 233,407
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(２) 金融商品の公正価値等に関する事項

① 公正価値のヒエラルキーのレベル別分類

　公正価値で測定する金融商品の公正価値ヒエラルキーは、次のとおりであります。

（単位：百万円）

前連結会計年度
(2021年３月31日)

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

　デリバティブ － 1,894 － 1,894

　株式 64,330 － 4,917 69,247

　その他 － 857 16,424 17,281

資産合計 64,330 2,751 21,341 88,422

　デリバティブ － 1,076 － 1,076

負債合計 － 1,076 － 1,076

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

　デリバティブ － 2,087 － 2,087

　株式 64,679 － 4,931 69,609

　その他 － 926 19,939 20,865

資産合計 64,679 3,012 24,870 92,560

　デリバティブ － 439 － 439

負債合計 － 439 － 439

公正価値で測定する主な金融商品の測定方法は、以下のとおりであります。

(ⅰ)デリバティブ

デリバティブ資産及びデリバティブ負債のうち為替予約、金利スワップ、通貨スワップ及び通貨オプション

の公正価値については、契約を締結している金融機関等による提示価格や、利用可能な情報に基づく適切な評

価方法により算定しており、レベル２に分類しております。

(ⅱ)株式

活発な市場が存在する株式の公正価値は、取引所の価格を公正価値としてレベル１に分類しております。活

発な市場が存在しない株式の公正価値は、観察可能なインプットを用いて算定している場合にはレベル２に分

類し、観察不能なインプットを用いてマーケット・アプローチや将来キャッシュ・フローを割引く方法により

公正価値を算定している場合には、レベル３に分類しております。

(ⅲ)その他

　その他のうち活発な市場が存在しない銘柄の公正価値は、観察可能なインプットを用いて算定している場合

にはレベル２に分類し、観察不能なインプットを用いてマーケット・アプローチや将来キャッシュ・フローを

割引く方法により公正価値を算定している場合には、レベル３に分類しております。
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経常的にレベル３で測定する金融商品の期首から四半期末までの変動は次のとおりであります。

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

期首残高 28,048 21,341

利得又は損失合計

　純損益(注１) 5,791 2,383

　その他の包括利益(注２) △565 891

取得 582 2,990

売却・決済 △3 △571

在外営業活動体の換算差額 △22 11

レベル３から他の分類への振替(注３) △12,934 △2,177

四半期末残高 20,898 24,870

(注１) 純損益に含まれている利得及び損失は、各報告期間の末日時点の純損益を通じて公正価値で測定する金融資産

に関するものであり、要約四半期連結損益計算書の「金融収益」及び「金融費用」に含まれております。

(注２) その他の包括利益に含まれている利得及び損失は、各報告期間の末日時点のその他の包括利益を通じて公正価

値で測定する金融資産に関するものであり、要約四半期連結包括利益計算書の「その他の包括利益を通じて測

定する金融資産の公正価値の純変動」に含まれております。

(注３) 前第２四半期連結累計期間及び当第２四半期連結累計期間におけるレベル３から他の分類への振替は、投資先

が取引所に上場したことによるものであり、レベル１への振替であります。

　

② 償却原価で測定する金融商品

償却原価で測定する金融商品の帳簿価額及び公正価値は、次のとおりであります。

（単位：百万円）

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

帳簿価額 公正価値 帳簿価額 公正価値

金融負債

　社債 39,874 40,170 39,888 40,150

　長期借入金 84,249 84,738 84,523 84,903

合計 124,123 124,908 124,411 125,053

(注) １年以内に返済予定又は償還予定の残高を含んでおります。

　

　償却原価で測定する主な金融商品に係る公正価値の測定方法は、以下のとおりであります。

社債の公正価値については、市場価格に基づき算定しており、公正価値ヒエラルキーをレベル１に分類してお

ります。長期借入金の公正価値については、将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標に信用スプレ

ッドを上乗せした利率で割り引いて算定しており、公正価値ヒエラルキーはレベル３に分類しております。

　社債及び長期借入金以外の償却原価で測定する金融資産及び金融負債の公正価値は帳簿価額と近似しておりま

す。

　



― 34 ―

15．偶発負債

(訴訟関連)

当第２四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年９月30日)

　当社及び当社グループ会社が事業展開する中で、国内外において、係争案件へ発展すること、訴訟の被告になるこ

とや政府機関による調査を受けることがあります。当社及び当社グループ会社では、係争案件や訴訟に関連した債務

に関し、当該債務を決済するために経済的便益をもつ資源の流出が必要となる可能性や、その影響額について信頼性

のある見積りができるかを勘案のうえ、引当金の認識を検討しております。

当社のインド子会社は、当社デジタルカメラ製品の輸入に関連して、インド税当局から調査を受け、2016年10月、

同製品について関税、延滞税及び加算税の支払決定を受けておりました。これに対し、当社インド子会社は、2017年

１月、同国間接税租税審判所（CESTAT：Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal）へ不服申立を行い

ましたが、2017年12月、当該申立は棄却されました。当社インド子会社はこれを不服とし、2018年１月、同国最高裁

判所（以下「最高裁」）に対して上告し、2021年３月に最高裁は当社インド子会社に対する関税、延滞税及び加算税

の支払決定を取り消す判決を下しました。なお、インド税当局は2021年４月に最高裁判決に対する再審請求を申立て

ています。現時点において同請求に対する最高裁の決定を予想することは不可能であるため、上記会計方針に則り、

引当金は認識しておりません。

その他の案件においては、現時点において、当社連結の業績や財政状態へ重要な影響を与えるものはないと考えて

おります。

16．重要な後発事象

該当事項はありません。
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２ 【その他】

158期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）中間配当については、2021年11月４日開催の取締役会において、

2021年９月30日最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、次のとおり中間配当を行うこ

とを決議いたしました。

①配当金の総額 7,356百万円

②１株当たりの金額 20円00銭

③支払請求権の効力発生日及び支払開始日 2021年12月１日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
　

2021年11月４日

株 式 会 社 ニ コ ン

取 締 役 会 御中

有限責任監査法人 ト ー マ ツ

　東 京 事 務 所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 鈴 木 登 樹 男 印

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 宇 治 川 雄 士 印

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 吉 崎 肇 印

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ニコン

の2021年４月１日から2022年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（2021年７月１日から2021年９月

30日まで）及び第２四半期連結累計期間（2021年４月１日から2021年９月30日まで）に係る要約四半期連結財務諸表、

すなわち、要約四半期連結財政状態計算書、要約四半期連結損益計算書、要約四半期連結包括利益計算書、要約四半期

連結持分変動計算書、要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び要約四半期連結財務諸表注記について四半期レビ

ューを行った。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の要約四半期連結財務諸表が、「四半期連結財務諸表の用語、

様式及び作成方法に関する規則」第93条により規定された国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠して、株式会社

ニコン及び連結子会社の2021年９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半

期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じ

させる事項が全ての重要な点において認められなかった。

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「要約四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人

の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から

独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる

証拠を入手したと判断している。

要約四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠して要約四半期連結財務諸表を作成し適正に表示する

ことにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない要約四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するた

めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

要約四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき要約四半期連結財務諸表を作成す

ることが適切であるかどうかを評価し、国際会計基準第１号「財務諸表の表示」第4項に基づき、継続企業に関する事項

を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

要約四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から要約

四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビ
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ュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して

実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が

認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、要約四半期連結財務諸表において、国際会計基準第１号

「財務諸表の表示」第４項に基づき、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付け

る。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において要約四半

期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する要約四半期連結財務諸表の注記事

項が適切でない場合は、要約四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められて

いる。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、

企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 要約四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠していないと信じ

させる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた要約四半期連結財務諸表の表示、構成及

び内容、並びに要約四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が

認められないかどうかを評価する。

・ 要約四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手す

る。監査人は、要約四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査

人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見

事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講

じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以 上

　

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。

　



【表紙】

【提出書類】 確認書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年11月４日

【会社名】 株式会社ニコン

【英訳名】 NIKON CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役 兼 社長執行役員 馬 立 稔 和

【最高財務責任者の役職氏名】 取締役 兼 専務執行役員 德 成 旨 亮

【本店の所在の場所】 東京都港区港南２丁目15番３号

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

　



１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

代表取締役 兼 社長執行役員 馬立稔和及び取締役 兼 専務執行役員 德成旨亮は、当社の第158期第２四半期（自

2021年７月１日 至 2021年９月30日）の四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されてい

ることを確認いたしました。

　

２ 【特記事項】

確認に当たり、特記すべき事項はありません。
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